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広　報　う　る　ぎ 第１３３号　（2）令和２年11月

　令和元年度一般会計及び特別会計の決算が第３回定例議会で認定され
ました。一般会計及び特別会計の歳入総額は16億5,542万7千円、歳出総額
16億671万2千円でした。

歳入総額
12億2,283万9千円

村税
5.7% 

使用料及び手数料   　4.5%使用料及び手数料   　4.5%
財産収入　 1.0%

利子割交付金　0.0％

地方消費税
交付金
0.9％

ゴルフ場利用税
交付金0.3％

自動車取得税交付金
0.1％

自動車税環境性能割交付金　 0.0％
配当割交付金　 0.0％ 株式等譲渡所得割交付金　 0.0％

地方交付税
50.6%

国庫支出金  
3.9％

国庫支出金  
3.9％

県支出金
7.6％

諸収入 
2.2%

地方譲与税 　1.3%

村債
8.1％

自主財源自主財源

依存財源依存財源

繰入金 　8.5%

繰越金
4.6%

分担金及び負担金　0.2%

寄附金　 0.6%

3億3,246万3千円
29.8％

3億3,246万3千円
29.8％

8億9,037万6千円
70.2％

8億9,037万6千円
70.2％

一般会計 歳入総額 12億2,283万9千円
（単位：千円）

区　　　分 R元決算額
対前年比

増減額 増減率
村 税 70,032 1,494 2.2
地 方 譲 与 税 15,295 3,384 28.4
利 子 割 交 付 金 33 △ 43 △ 56.6
地方消費税交付金 11,048 △ 615 △ 5.3
ゴルフ場利用税交付金 3,793 △ 572 △ 13.1
自動車税環境性能割交付金 403 403 皆増
自動車取得税交付金 1,664 △ 1,147 △ 40.8
地 方 特 例 交 付 金 1,275 1,256 6610.5
配 当 割 交 付 金 151 22 17.1
株式等譲渡所得割交付金 86 △ 22 △ 20.4
地 方 交 付 税 618,621 22,784 3.8
分担金及び負担金 2,736 △ 252 △ 8.4
使用料及び手数料 55,476 △ 4,242 △ 7.1
国 庫 支 出 金 47,180 △ 66,341 △ 58.4
県 支 出 金 92,333 18,403 24.9
財 産 収 入 11,657 620 5.6
寄 附 金 6,782 △ 5,250 △ 43.6
繰 入 金 103,337 △ 95,060 △ 47.9
繰 越 金 55,908 39,724 245.5
諸 収 入 26,535 △ 15,494 △ 36.9
村 債 98,494 △ 92,666 △ 48.5
合 計 1,222,839 △ 193,614 △ 13.7

基金（貯金）残高　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　計 R元決算額
対前年比

増減額 増減率

一 般 会 計 644,330 △ 67,843 △ 9.5

特 別 会 計 153,355 1,499 1.0

合 計 797,685 △ 66,344 △ 7.7

村債（借金）残高　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　計 R元決算額
対前年比

増減額 増減率

一 般 会 計 868,123 △ 4,436 △ 0.5

特 別 会 計 438,435 △ 61,936 △ 12.4

合 計 1,306,558 △ 66,372 △ 4.8

主な増減の要因 （単位：千円）

区　　　分 増減額 主　な　要　因（数値は増減）
村 税 1,494 入湯税1,085
地 方 交 付 税 22,784 普通交付税8,515、特別交付税14,269
使用料及び手数料 △ 4,242 保育料△869、山村留学使用料△960、休養村施設利用料△750、温泉使用権利金△250
国 庫 支 出 金 △ 66,341 公共土木災害復旧事業負担金△24,373、農地等災害復旧事業補助金△12,294
県 支 出 金 18,403 社会資本整備総合交付金24,794
寄 附 金 △ 5,250 一般寄付金△5,309
村 債 △ 92,666 過疎対策事業債△57,900、一般補助施設整備事業債△36,600

令和元年度　決算概要



広　報　う　る　ぎ 第１３３号（3）　令和２年11月

災害復旧事業費　2.1％

人件費
14.9%

経常的経費
8億4,003万7千円

78.6%

投資的経費
2億5,486万円
21.4%

投資的経費
2億5,486万円
21.4%

物件費
26.6%

公債費
8.8% 補助費等

9.9%
維持費　0.7%
扶助費 　2.1%

積立金
2.4%

繰出金
12.9%

投資及び出資金・
貸付金 0.3％

普通建設事業費
19.3％

普通建設事業費
19.3％

歳出総額
11億9,489万7千円

（単位：千円）

区　　　分 R元決算額 対前年比
増減額 増減率

議 会 費 16,837 △ 101 △ 0.6
総 務 費 218,588 18,890 9.5
民 生 費 143,453 15,802 12.4
衛 生 費 139,632 17,613 14.4
労 働 費 612 △ 42 △ 6.4
農 林 水 産 業 費 75,533 △ 11,575 △ 13.3
商 工 費 158,618 △ 189,151 △ 54.4
土 木 費 152,589 33,325 27.9
消 防 費 28,429 △ 861 △ 2.9
教 育 費 130,569 14,463 12.5
災 害 復 旧 費 24,528 △ 73,697 △ 75.0
公 債 費 105,509 9,686 10.1
合 計 1,194,897 △ 165,648 △ 12.2

（単位：千円）

区　　　分 R元決算額 対前年比
増減額 増減率

人 件 費 178,244 7,908 4.6
物 件 費 317,413 21,120 7.1
維 持 費 8,361 1,664 24.8
扶 助 費 25,151 1,272 5.3
補 助 費 等 118,797 1,449 1.2
公 債 費 105,509 9,686 10.1
積 立 金 28,994 6,593 29.4
繰 出 金 153,968 8,446 5.8
投資及び出資金・貸付金 3,600 △ 380 △ 9.5
普 通 建 設 事 業 費 230,332 △ 148,867 △ 39.3
災 害 復 旧 事 業 費 24,528 △ 74,540 △ 75.2
合 計 1,194,897 △ 165,649 △ 12.2

主な増減の要因 （単位：千円）
区　　　分 増減額 主　な　要　因（数値は増減）

総 務 費 18,890 庁舎情報処理システム更新委託8,580、財政調整基金積立9,934
衛 生 費 17,613 直診会計繰出金9,933、簡易水道会計繰出金3,862、下水道会計繰出金4,916
農 林 水 産 業 費 △ 11,575 農業基盤整備促進事業△6,653、村有林造成事業△5,599
土 木 費 33,325 道路補修整備7,603、防災・安全交付金事業23,090
商 工 費 △ 189,151 スポーツ観光交流拠点整備事業△119,360、スポーツ観光交流拠点施設法面復旧工事△60,869
災 害 復 旧 費 △ 73,697 農林施設災害復旧費△16,038、公共土木施設災害復旧工事△23,404

一般会計　歳出総額　11億9,489万7千円

目的別

性質別

歳出総額
11億9,489万7千円

議会費　1.4%

総務費
18.3%

民生費
12.0%

衛生費
11.7％

労働費　0.1％

農林水産業費
6.3％

商工費
13.3％

土木費
12.8％

消防費
2.4％

教育費
10.9％

災害復旧費
2.1％

災害復旧費
2.1％ 公債費

8.8％

●地方消費税引き上げ分の使途について
　地方消費税引き上げ分による地方消費税交付金の増収分は、地方消費税法に基づき全て老人福祉費へ充当しています。
『歳入』
　地方消費税引き上げ分による地方消費税交付分の増収分　　4,473千円
『歳出』 （単位：千円）

事業名
経費

財源内訳

（款） （項） （目） 特定財源
一般財源

地方消費税交付金（引き上げ分） その他
民生費 社会福祉費 老人福祉 56,492 4,348 4,473 47,671



広　報　う　る　ぎ 第１３３号　（4）令和２年11月

会　計　別　決　算

財 政 指 標 状 況

財政健全化判断比率

（単位：千円）

会　　計　　名
歳　　入 歳　　出

R元決算額
対前年比

R元決算額
対前年比

増減額 増減率 増減額 増減率
一 般 会 計 1,222,839 △ 193,614 △ 13.7 1,194,897 △ 165,648 △ 12.2

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 62,190 △ 8,856 △ 12.5 58,390 △ 377 △ 0.6
直 営 診 療 所 特 別 会 計 71,115 9,269 15.0 71,041 10,511 17.4
簡 易 水 道 特 別 会 計 69,291 △ 5,004 △ 6.7 69,290 △ 4,303 △ 5.8
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 9,051 △ 782 △ 8.0 9,051 △ 782 △ 8.0
下 水 道 事 業 特 別 会 計 45,914 4,201 10.1 45,910 4,197 10.1
介 護 保 険 特 別 会 計 131,069 3,016 2.4 114,748 △ 4,618 △ 3.9
介護サービス事業特別会計 43,958 1,165 2.7 43,385 1,414 3.4

合　　　　　　　　　　計 1,655,427 △ 190,606 △ 10 1,606,712 △ 159,607 △ 9.0

（単位：％・千円）

項　　目 R元 H30 説　　明

財 政 力 指 数 0.12 0.12 この数値が１に近いか１を超えるほど財政力が強いと見る。※前３年平均

実質収支比率 4.1 5.4 一般的に黒字額は、標準財政規模の３～５％が望ましい。

経常収支比率 93.8 89.5 財政構造の弾力性を判断する指数、通常70％程度に収まることが妥当。

標準財政規模 603,132 599,513 標準的行政水準を維持するために必要な経費に見合う財源。

指　標 比　率 説　　　明 早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

実質赤字比率 ― 一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率 15.0% 20.0%

連結実質赤字比率 ―
一般会計、国民健康保険・上下水道等の特別会計、全
ての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対す
る比率

20.0% 40.0%

実質公債費比率 11.7%
標準財政規模に対して、一般会計や上下水道等の公営
企業会計、全ての会計が負担する実質的な公債費（元
利償還金）の比率

25.0% 35.0%

将来負担比率 ―
一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債（上下水
道等の公営企業会計を含む）の標準財政規模に対する
比率

350.0% ―

※実質赤字比率、連結実質赤字比率について、それぞれ赤字額がありませんでした。

指　　　標 簡易水道特別会計 下水道事業特別会計 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― 20.0

※両会計とも資金不足額がありませんでした。
（注）図表中の数値につきましては、表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合があります。
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議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

　

令
和
2
年
第
3
回
売
木
村
議
会
定

例
会
が
9
月
10
日
か
ら
24
日
ま
で
の

15
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
付
議
事
件
19
件
が
上
程
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認

さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

売
木
村
議
会
定
例
会

報
　
　
　
告

条
　
　
　
例

人
　
　
　
事

契
　
　
　
約

一
般
質
問

決
算
認
定

補
正
予
算

①
令
和
元
年
度
決
算
に
係
る
健
全
化

判
断
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

　
　

令
和
元
年
度
一
般
会
計
、
特
別

会
計
（
７
会
計
）
の
決
算
に
つ

い
て
は
い
ず
れ
も
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
決
算
内
容
は
Ｐ
２
～
４

の
と
お
り
で
す
。

①
売
木
村
議
会
議
員
及
び
売
木
村
長

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

①
教
育
委
員
会
委
員
任
命
に
つ
き
同

意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
後
藤
俊
文
氏　

同
意
）

①
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

２
番　

小
林
智
臣
議
員

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
及
び
集
落
支

援
員
の
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
特
別

交
付
税
の
中
で
補
う
と
い
う
説
明
を

受
け
た
が
、
聞
き
違
い
だ
っ
た
か
も

①
令
和
2
年
度
売
木
村
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
5
号
）
に
つ
い

て
（
8
2
、9
8
2
千
円
増
額
）

（
N
T
T
光
化
整
備
事
業
負
担

金
3
7
、0
0
0
千
円
、
プ
レ

ミ
ア
ム
商
品
券
販
売
事
業
9
、

7
5
9
千
円
、
キ
ャ
ン
プ
場
井

戸
掘
削
等
6
、0
0
0
千
円
等
）

②
令
和
2
年
度
売
木
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
（
国
民
健
康
保
険
事

業
）
補
正
予
算
（
第
2
号
）
に
つ

い
て（
3
、5
8
7
千
円
増
額
）（
前

年
度
繰
越
金
増
2
、
8
0
0
千

円
）

③
令
和
2
年
度
売
木
村
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
（
診
療
施
設
事
業
）

補
正
予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い
て

（
9
6
6
千
円
増
額
）（
診
療
所

備
品
1
7
6
千
円
、
医
療
用
消

耗
品
4
8
2
千
円
）

④
令
和
2
年
度
売
木
村
介
護
保
険

特
別
会
計
（
保
険
事
業
勘
定
）

補
正
予
算
（
第
2
号
）
に
つ
い
て

（
2
1
、2
0
0
千
円
増
額
）（
前

年
度
繰
越
金
1
5
、3
2
0
千

円
、
介
護
給
付
費
4
、9
9
4
千

円
）

⑤
令
和
2
年
度
売
木
村
介
護
保
険

特
別
会
計
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
勘
定
）
補
正
予
算
（
第
２
号
）

に
つ
い
て（
7
3
千
円
増
額
）（
前

年
度
繰
越
金
7
3
千
円
）

⑥
令
和
2
年
度
売
木
村
簡
易
水
道

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）

に
つ
い
て
（
1
9
4
千
円
増
額
）

（
水
道
使
用
料
増
1
9
4
千
円
）

⑦
令
和
2
年
度
売
木
村
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）
に
つ
い
て
（
2
4
7
千

円
増
額
）（
下
水
道
使
用
料
増

2
4
7
千
円
）

う
一
度
説
明
を
お
願
い
し
た
い
。

村
長
答
弁

　
　

隊
員
一
人
当
た
り
に
つ
き
協
力

隊
に
は
4
0
0
万
円
が
特
別
交

付
税
で
見
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
集
落
支
援
員
に
つ
き
ま

し
て
は
一
人
当
た
り
3
5
0
万

円
が
上
限
に
特
別
交
付
税
措
置

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
他

の
業
務
と
兼
任
さ
れ
る
場
合
は

一
人
当
た
り
40
万
円
と
な
り

ま
す
が
、
村
で
は
活
動
に
応
じ

て
報
酬
を
支
払
っ
て
い
る
支
援

員
も
お
り
ま
す
。
一
人
当
た
り

の
交
付
税
の
中
で
支
出
を
し

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と

こ
ろ
で
す
が
臨
時
職
員
と
し
て

の
雇
用
も
あ
り
、
一
般
会
計
か

ら
の
持
ち
出
し
の
隊
員
も
お
り

ま
す
。
以
前
も
委
託
の
隊
員
は

お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら

の
採
用
は
委
託
に
し
て
お
り
ま

す
。
活
動
費
に
つ
き
ま
し
て
も

管
理
を
し
っ
か
り
と
し
、
一
般

会
計
か
ら
の
持
ち
出
し
を
抑
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

５
番　

後
藤
智
治
議
員

①
新
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
建
設
等

に
よ
り
村
財
政
が
圧
迫
さ
れ
て

お
り
、
今
後
の
村
運
営
に
支
障

を
来
す
懸
念
が
あ
る
。
突
発
的

な
災
害
や
上
下
水
道
施
設
や
道

路
・
橋
梁
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
の
メ
ン
テ
事
業
や
高
齢
化
に

伴
う
地
区
内
農
地
の
保
全
や
環

境
整
備
事
業
が
不
可
欠
と
な
っ

て
い
る
中
で
、
コ
ロ
ナ
問
題
や

高
齢
化
に
伴
う
所
得
の
低
下
に

よ
る
住
民
税
の
減
少
等
、
自

己
財
源
の
確
保
が
困
難
と
な
っ

て
い
る
。
今
後
、
事
業
ご
と
の

見
直
し
、
行
政
事
務
の
機
構
改

革
等
々
を
進
め
、
財
政
健
全
化

に
努
め
、
住
民
が
安
心
し
て
住

め
る
村
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
お
伺
い
し
た
い
。

村
長
答
弁

　
　

平
成
29
年
度
よ
り
取
り
か

か
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
観
光
拠
点
整

備
事
業
や
村
道
災
害
、
村
道
改

良
等
に
よ
り
基
金
の
取
り
崩
し

を
行
い
事
業
を
進
め
た
こ
と
に

よ
り
、
財
政
を
厳
し
く
し
て
い

る
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
、

大
雨
に
よ
る
災
害
は
村
の
収
入

に
大
き
く
影
響
し
て
く
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
現
在
、
国
勢
調
査

が
行
わ
れ
て
お
り
、
人
口
減
少

が
今
後
5
年
間
の
普
通
交
付
税

に
大
き
く
影
響
し
て
き
ま
す
の

で
人
口
減
も
心
配
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　
　

移
住
定
住
対
策
で
人
口
を
増

や
す
取
り
組
み
を
進
め
て
き
ま

し
た
が
、
こ
こ
数
年
Ｉ
タ
ー
ン

の
皆
さ
ん
は
増
え
て
お
り
ま
す
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が
、
残
念
な
こ
と
に
中
々
Ｕ

タ
ー
ン
者
は
増
え
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
中
で
農
業
生
産
法

人
が
雇
用
の
場
と
な
り
、
農
地

の
保
全
に
も
貢
献
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
7
年
後
の
リ

ニ
ア
時
代
に
は
、
今
の
村
の
自

然
環
境
を
残
し
て
お
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
環
境
を
守
る
に
も

人
が
居
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

道
路
橋
梁
、
施
設
等
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長

寿
命
化
修
繕
計
画
に
基
づ
き
交

付
金
等
を
活
用
し
て
順
次
整
備

し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
　

必
要
な
事
業
を
見
極
め
な
が

ら
事
業
の
削
減
に
努
め
、
基
金

の
取
り
崩
し
を
抑
え
た
財
政
運

営
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
交
付
税
の
動
向
に

よ
っ
て
は
、
補
助
事
業
の
見
直

し
、
簡
易
水
道
、
下
水
道
事
業

の
独
立
採
算
性
、
温
泉
施
設
特

別
会
計
へ
の
移
行
、
人
事
に
合

わ
せ
て
事
務
局
体
制
等
の
検
討

を
視
野
に
入
れ
た
村
政
運
営
を

考
え
て
い
か
な
く
て
は
、
な
ら

な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

６
番　

後
藤
文
登
議
員

①
軒
川
バ
イ
パ
ス
が
開
通
し
て
、

次
は
い
よ
い
よ
平
谷
峠
ト
ン
ネ

ル
開
通
に
向
け
て
要
望
活
動
な

ど
し
て
い
く
環
境
に
な
り
ま
し

た
。
今
後
、
道
路
期
成
同
盟
会

等
に
働
き
か
け
上
げ
て
も
ら
う

の
か
お
聞
き
し
た
い
。

村
長
答
弁

　
　

現
在
、
岩
倉
橋
付
近
の
改
良
整

備
を
県
境
域
開
発
協
議
会
、
国

道
４
１
８
号
期
成
同
盟
会
を
通

じ
て
要
望
し
て
お
り
ま
す
が
、

平
谷
峠
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
は

天
龍
村
長
、
平
谷
村
長
に
要
望

活
動
の
協
力
を
お
願
い
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

　
　

期
成
同
盟
会
で
の
要
望
に
つ
い

て
は
、
ま
だ
２
車
線
化
さ
れ
ず

大
雨
の
度
に
通
行
止
め
に
な
り
、

災
害
が
発
生
す
る
箇
所
も
あ
り

同
盟
会
と
し
て
、
時
期
を
見
な

が
ら
、
ま
た
構
成
市
町
村
等
と

話
を
し
て
平
谷
峠
ト
ン
ネ
ル
の

同
盟
会
で
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
お
願
い
を
し
て
い
き
た
い
。

②
村
民
の
中
に
は
免
許
の
返
納
を

し
た
い
が
、
月
に
何
回
か
飯
田

に
行
か
な
く
て
は
い
け
な
い
か

ら
、
中
々
免
許
を
返
せ
な
い
と

い
う
声
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
飯
田
行
き
の
新
設
を
開
設

し
て
は
い
か
が
か
。

村
長
答
弁

　
　

南
部
公
共
バ
ス
で
は
、
10
月
1

日
か
ら
運
転
免
許
証
を
自
主
返

納
し
た
方
に
対
し
、
乗
車
料
金

が
無
料
と
な
る
制
度
を
始
め
ま

す
。
バ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、

阿
南
警
察
署
で
交
付
さ
れ
た
証

明
書
を
提
示
す
る
と
無
料
と
な

り
ま
す
。

　
　

ま
ず
は
「
乗
っ
て
残
そ
う
公
共

バ
ス
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
南
部
公
共
バ
ス
の
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

リ
ニ
ア
開
通
に
向
け
て
2
次
交

通
の
検
討
が
始
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
今
後
、
検
討
状
況
、
財
政

状
況
等
を
見
る
中
で
検
討
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

３
番　

代
田
昌
子
議
員

①
移
住
定
住
を
促
進
す
る
に
あ
た

り
、
住
居
の
確
保
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
か
。
村
営
住
宅

の
建
築
を
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
の
か
。
空
き
家
の
リ

フ
ォ
ー
ム
、
修
繕
費
用
の
助
成

拡
大
を
行
っ
た
方
が
費
用
が
抑

制
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

村
長
答
弁

　
　

こ
こ
数
年
、
移
住
者
は
増
え

て
き
て
お
り
、
平
成
30
年
7
月

時
点
で
は
転
入
者
1
9
3
人
で

Ｉ
タ
ー
ン
者
率
が
34
・
7
％
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
村

営
住
宅
は
3
件
空
き
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
と
こ
ろ
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
か
、
移
住
相
談

も
増
え
て
お
り
ま
す
。

　
　

長
下
地
区
に
住
宅
を
建
て
て

欲
し
い
と
い
う
話
は
承
知
し
て

お
り
ま
す
が
、
住
宅
の
空
き
状

況
、
入
居
希
望
、
財
政
状
況
を

考
慮
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
　

今
後
、
別
荘
を
含
め
て
空
き
家

の
活
用
が
促
進
で
き
る
対
策
を

取
り
な
が
ら
、
空
き
家
の
利
活

用
が
進
む
よ
う
で
あ
れ
ば
補
助

事
業
の
見
直
し
も
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

②
光
通
信
網
の
整
備
に
つ
い
て
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い

て
ど
う
活
用
し
て
い
く
の
か
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
の
利
用
に
な
っ
た

ば
か
り
だ
が
、
光
通
信
に
変
更

に
な
っ
た
場
合
、
村
民
の
負
担

が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
地
域
で

サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
整
え
る

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
た

め
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど

高
齢
者
に
も
利
用
で
き
る
環
境

を
整
備
し
て
は
ど
う
か
。

村
長
答
弁

　
　

村
で
は
高
度
無
線
環
境
整
備
事

業
を
活
用
し
て
、
光
回
線
の
整

備
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
売
木
村
は
当
初

令
和
4
年
か
ら
5
年
に
か
け
て

光
化
整
備
を
計
画
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
国
が
今
年
度
予
算
で

こ
の
事
業
の
打
ち
切
り
の
可
能

性
を
周
知
し
た
た
め
、
事
業
主

体
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
と
協
議
を

重
ね
、
今
月
末
に
公
募
申
請
を

行
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た

の
で
、
事
業
推
進
を
し
て
い
き

た
い
と
進
め
て
お
り
ま
す
。

　
　

高
齢
者
へ
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
配
布

に
つ
い
て
は
、
先
行
し
て
活
用

を
進
め
て
い
る
村
の
利
用
状
況

を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

総
務
課
長

　
　

こ
の
事
業
は
、
下
伊
那
南
西
部

の
光
回
線
が
未
整
備
の
地
域
を

南
信
州
広
域
連
合
が
事
務
局
と

な
り
年
次
計
画
で
調
整
し
進
め

て
お
り
、
事
業
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
実

施
す
る
も
の
で
す
。
実
際
の
工

事
は
来
年
度
か
ら
進
め
る
予
定

で
す
。

　
　

次
に
光
通
信
に
変
更
に
な
っ

た
場
合
の
村
民
の
負
担
で
す
が
、

昨
年
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
回
線
を

利
用
し
増
速
工
事
を
行
い
ケ
ー

ブ
ル
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
当
初
の
説

明
会
で
話
の
あ
り
ま
し
た
通
り
、

契
約
後
2
年
以
内
に
解
約
す
る

と
違
約
金
が
発
生
す
る
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。
個
々
に
契
約
し

た
年
月
か
ら
2
年
間
は
契
約
解

除
は
し
な
い
よ
う
、
ま
た
説
明

会
等
で
お
話
し
す
る
予
定
で
す
。

今
回
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線
が
光
化
に

な
り
ま
す
が
、
今
ま
で
同
様
に

ジ
ャ
ニ
ス
と
の
契
約
は
継
続
で

き
ま
す
。
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長野県による新型コロナ
誹謗中傷等被害相談窓口の
設置について
　新型コロナウイルス感染症に関連し、誹
謗中傷や差別的な取り扱いを受けた被害者
を早急に支援するため、電話相談窓口が設
置されています。

●名　　称
　　新型コロナ　誹謗中傷等被害相談窓口

●電話番号
　　０２６−２３５−７１００
●受付時間
　　平日　午前8：30～午後5：15

　令和２年７月１９日の任期満了に伴い、新たな農
業委員会委員が村長より任命されました。互選によ
り、会長に後藤智治氏、同職務代理に羽場且起氏が
選任されました。委員の任期は令和５年７月１９日
までの３年間です。

　※農業委員の居住地区は、参考のための表記であり、
　　担当地区を特定するものではありません。

氏　　名 居住地区
宮　下　正　照 長　　下
松　村　安　隆 岩　　倉
田　島　利　文 軒　　川
松　村　文　彦 旭
羽　場　且　起 軒　　川　
後　藤　智　治 南　　二
村　松　　　利 南　　一
村　松　久　子 南　　一
遠　山　政　良 軒　　川　

農業委員会委員任命

11月17日㈫
午後1時～4時

飯田文化会館

交通事故・金銭・土地建物・公害・家庭の問題でお困りの方は、
調停委員が調停手続の利用についてご相談に応じます。

飯田市高羽町 5-5-1

コロナウイルスの状況により中止になる場合もあります。

調停手続相談 無料

ところとき

交通事故

公 害

金銭トラブル

土地建物

家庭の問題
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　飯田法人会では、給与の源泉徴収義務者を対象に「年末調整研修会」を開催します。会員以外の方も受講できます。
※例年開催されていた税務署主催の説明会については、本年は開催されません。
　開催に際しては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場では３密を避け、換気を行いますが、出席者
の方には、マスクの着用・入口での手指の消毒・検温をお願いします。体調に不安がある場合には、出席をご遠
慮ください。
　なお、当研修会への出席には、必ず事前にＦＡＸで申込みをいただきますようお願いします。
※申込者数により、日時を移動いただく場合があります。

※都合により、上記の指定された会場（日時）に出席できない場合には、事前申込みの上、ほかの会場（日時）
に出席することができます。
※新型コロナウイルス感染症の状況により開催中止となる場合があります。（その際にはご連絡します。）
■　講　師：	 飯田税務署　担当官
■　持ち物：	 年末調整書類一式（税務署から別送されている封筒）
■　受講料：	 無料
■　申込期限：	令和２年11月13日（金）
■　申込先：	 一般社団法人飯田法人会　電話　0265-52-5775　・　FAX　0265-52-5776

「令和２年分 年末調整研修会」のお知らせ「令和２年分 年末調整研修会」のお知らせ

記
開催日 開催時間 開催場所 対象範囲・地域

11月19日（木）
10：00～12：00

南信州・飯田産業センター
（エス・バード）

飯田市　企業の頭文字（ア行～キ）

13：30～15：30 飯田市　企業の頭文字（ク～タ行）

11月20日（金）
10：00～12：00 飯田市　企業の頭文字（ナ行～ヤ行）

13：30～15：30 飯田市　企業の頭文字（ラ行～ワ行）
松川町、高森町、喬木村豊丘村、大鹿村

11月24日（火） 13：30～15：30 阿智村中央公民館 阿智村、平谷村、根羽村

11月26日（木） 13：30～15：30 阿南町阿南文化会館 阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村

所有の家屋を「新築」「増築」「取り壊し」
したときはご連絡ください！

　令和２年中（令和２年１月２日～令和３年１月１日）に、所有している家屋に異動がある場合は、令和
３年度に課税される固定資産税額が変更になる場合がありますので、役場総務課へ連絡をお願いします。

○家屋を新築・増築したとき
　　家屋を新築・増築した場合、翌年度分から固定資産税が課税されます。税額を算出するための調査（家
屋評価）にお伺いしますのでご協力をお願いします。

○家屋を取り壊したとき
　　住宅・倉庫・蔵などの家屋の一部または全部を取り壊した場合、その家屋の固定資産税は届け出の翌
年度分から課税されなくなります。連絡がない場合、取り壊しを把握できず翌年度もそのまま課税され
てしまうことがありますので、忘れずにご連絡ください。

☆未登記家屋の異動について☆
　　法務局へ不動産登記されている家屋以外は「未登記家屋」となり、新築・増築・取り壊し・所有権移
転（売買・相続・譲渡等）があった場合は役場へ届け出が必要です。翌年度からの課税に影響がありま
すので、未登記家屋に異動があった場合は忘れずに役場総務課へご連絡ください。

お問い合わせ　売木村役場　総務課　電話２８－２３１１
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　日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに発送さ
れますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してく
ださい。
　送付スケジュールは、次のとおりです。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Q＆A）
等については、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載される予
定（令和2年10月予定）ですので、ぜひご利用ください。
　また、同ホームページに、お客様からの照会に対してチャットの形式で自動的に応答する
チャットボット（控除証明書相談チャット）が開設される予定（令和2年11月予定）です。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するご相談については、次のダイヤル
でもお受けしております。

　国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、
万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めま
しょう！

●問い合わせ先の名称　　ねんきん加入者ダイヤル
●電話番号　　　　　　　　　　（ナビダイヤル）0570-003-004
　050から始まる電話の場合は、（東京）03-6630-2525
〈受付時間〉
　・月〜金曜日	 午前8：30〜午後7：00
　・第２土曜日	 午前9：30〜午後4：00
　・祝日（第２土曜日を除く）、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

発送時期 対　象　者

令和2年11月上旬
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険
料を納付された方

令和 3 年 2 月 上 旬

令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保
険料を納付された方

　令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金
　保険料を納付された方は除きます。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
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第８期介護保険計画を策定します
　令和３年度から３年間の介護保険の指標となる第８期介護保険計画を策定しています。この中で介護保険料についても定め
ることになっていることから現在、令和３年度からの３年間の介護給付費を試算し、その介護給付費を賄うための保険料を試算
しています。最終的な介護保険料は売木村老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定懇話会に諮り検討した後、議会の議
決を経て決定します。

第7期実績 第8期見込額 第9期 第14期

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和7年度 令和22年度

人 　 　 　 　 口 542人 531人 520人 511人 501人 492人 473人 355人

第一号被保険者 260人 256人 253人 249人 243人 236人 226人 176人

在 宅 サ ー ビ ス
32人 34人 36人 37人 37人 38人 39人 33人

4,454万円 4,404万円 5,194万円 5,523万円 5,523万円 5,432万円 5,324万円 3,942万円

施 設 サ ー ビ ス
16人 14人 14人 15人 15人 15人 14人 8人

5,235万円 4,407万円 4,407万円 4,484万円 4,484万円 4,484万円 3,899万円 2,392万円

介 護 給 付 費 計 9,689万円 8,811万円 9,601万円 1億7万円 1億7万円 9,916万円 9,223万円 6,334万円

第7期保険料 第8期保険料 第9期保険料

保険料標準月額 6,100円 6,800円 6,900円 8,200円

※１．第一号被保険者とは、65歳以上の方になります。
※２．人口と被保険者数は国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（2018年推計）」

　人口が減少するため、介護給付費の総額は減額となる見込みですが、一人当たり介護給付費はあまり減少しな
い見込みです。高齢化により介護保険料を負担する65歳以上人口（第一号被保険者）も減少するため、保険料負
担は増える推計となります。
　今回の推計は令和2年10月1日現在の実績により推計しています。今後の介護サービス費の状況により保険料
額も変わってきます。
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南部公共バス　運転免許自主返納者支援制度
運転免許証を自主返納された方に対し、南部公共バスの乗車料金が無料となります。

阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村に住所
を有する者で、運転免許を自主返納された方

令和 2 年 10 月 1日 以降

売木村　総務課　０２６０－２８－２３１１

南部公共バスを利用する場合、乗車時に運転手に、
運転経歴証明書を呈示し乗車した場合、乗車料金が無料となります。

※運転経歴証明書は、警察署交通課で申請し
交付してもらいます。
申請時には、申請用写真、交付手数料などが
必要となりますので、詳しくは警察署にお問
い合わせください。

対象者

開始日

利用方法

問い合せ
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　長野県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科口腔健診を実施して
います。
　高齢になると、むせこんだり、のどにつかえたりすることが多くなり、これが原因で誤

ご

嚥
えんせい

性肺炎（細菌
が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎です。）を起こすことがあります。
　お口の健康は、身体の健康への第一歩です。固いものが食べにくい、入れ歯が合わない、特に自覚症状
はないが、お口の状態を確認したい方など、費用は無料ですので、ぜひこの機会に受診しましょう。

・対象者
　（1）昭和 19年 4月 1日～昭和 20年 3月 31日生まれの被保険者（令和元年度に 75歳の誕生日を迎えた方）
　（2）昭和15年 4月1日～昭和19年3月31日生まれの被保険者（令和元年度に76～79歳の誕生日を迎えた方）

のうち、直近で生活習慣病に係る受診をされた経歴があり、かつ、令和元年度に歯科医療の受診がなかっ
た方

・案内通知など 6月下旬に対象者に対し、案内通知と受診券を送付しています。
・健診期間	 令和2年7月1日（水）から令和2年12月30日（水）
	 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、期間を変更する場合があります。

・健診費用　無料	 ※健診により治療が必要な場合は、その治療費は本人負担となります。
・対象医療機関	 県歯科医師会所属の歯科医院（一部の病院を除く）
・予約方法	 対象医療機関へ直接予約をお願いします。
・受診時に必要なもの	 受診券、被保険者証、お薬手帳（無い場合は、不要です）
・お問い合わせ先	 長野県後期高齢者医療広域連合　業務課　給付係　電話026−229−5320

歯科口腔健診はお済みですか？ ～後期高齢者歯科口腔健診～
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　核兵器廃絶を願い、県内の自治体職員
らが「平和の火」をともしたトーチで県内
の市町村をつなぐリレーが9月14日売木村
に到着をしました。

9
月
14
日

反
核
平
和
の
火
リ
レ
ー　新型コロナウイルス感染症対策のた

め、小中学校のみの開催となりました。
天候にも恵まれ、運動会日和となりまし
た。

9
月
12
日

売
木
小
中
学
校
運
動
会

　今年は、新型コロナウイルス感染症
対策のため、入場制限をかけての開催
となりました。白樺際・音楽会の様子
もCATVで放送します。ぜひご覧くださ
い。

10
月
10
日

白
樺
祭
・
音
楽
会

司法書士による無料電話相談

「年末困りごと電話相談会」
■日　　時　令和2年 12月26日（土）10：00〜16：00

■電話番号　０１２０−４４８−７８８（当日のみの専用番号です）

　　　　　　※相談は無料、秘密は厳守します。

■相談例 ・借金で苦しんでいる ・生活に困っていて年が越せない

 ・労働問題で悩んでいる ・養育費をもらっていない

 ・離婚で悩んでいる ・生活保護を受けたい

 ・車上生活から脱したい ・相続について

 ・消費者トラブルで悩んでいる ・新型コロナの影響で生活が苦しい　etc.

■問い合せ先　長野県司法書士会　TEL：026-232-7492

停電情報や電気に関するお問い合わせ、これからは
「スマホ」で、「アプリ」ダウンロード無料！

ios Android

＊ご利用可能な
バ ー ジ ョ ン は
ios10 以上とな
ります。

＊ご利用可能な
バ ー ジ ョ ン は
AndroidT M6.0
以上となります。

お問い合わせ先 ： 0120-985-232
受付時間 ： 月～金曜／ 9:00 ～ 17:00

（土曜、日曜、祝日、年末年始はお休み
させていただきます。）

チャット

プッシュ通知 避難所

マップ停電情報
お知らせサービス


